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《別添資料》 

別添資料１ 敷地範囲図 
別添資料２ 道水路台帳 
別添資料３ 地区計画、地区計画条例 
別添資料４ 給水管台帳 
別添資料５ 公共下水道台帳平面図 
別添資料６ 既存施設に関する資料 
別添資料１～６は電子メールにて提供しますので、最終頁に示す【担当窓口】宛に電子メ

ールにてご連絡ください。 
 
《用語の定義》 

市 川崎市をいう。 
本事業 旧計量検査所活用事業をいう。 

施設の設計・改修から、事業期間中の維持管理・運営、事業終了後の

物件の引渡しまで、全てを含めた事業全体のことを総称する。 
事業敷地 旧計量検査所の敷地全体をいう。 
本施設 本事業で整備、維持管理、運営を行う施設をいう。 
既存施設 旧計量検査所の建物をいう。 
応募者 本事業に応募した民間事業者をいう。 
事業実施者 本事業を実施する民間事業者をいう。 
提案事項 民間事業者から任意により提案される事業等をいう。 
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 本書の位置付け 

「旧計量検査所活用事業 要求水準書」（以下、「本書」という。）は、川崎市（以下、「市」

という。）が旧計量検査所活用事業（以下、「本事業」という。）を実施する民間事業者の募

集、選定にあたり、本事業に応募しようとする者を対象に交付する「募集要項」と一体のも

のとして提示するものです。本書は、本事業について、市が民間事業者に要求する水準と、

本事業に応募する提案に対して具体的な指針を示すものです。民間事業者は本書の内容を

十分に確認、理解した上で提案を行うこととします。 

なお、民間事業者の創意工夫、アイデア、ノウハウ等の活用により、本書の内容を上回る

水準を確保できる場合は、民間事業者からの提案（以下、「提案事項」という。）を制限する

ものではありません。 

また、本事業を実施する民間事業者（以下、「事業実施者」という。）は、本事業の事業期

間にわたって要求水準を遵守してください。市による事業実施状況のモニタリングにより、

事業実施者が要求水準を達成できないことが確認された場合は、本事業の事業契約に基づ

き措置するものとします。 
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Ⅰ 総則 

１ 背景・目的 

旧計量検査所は昭和６０（１９８５）年４月１日に建築され、約４０年にわたり、適性

計量業務に活用されてきましたが、施設老朽化及び事業縮小に伴い、新本庁舎設置の機会

を捉え、令和６（２０２４）年２月に御幸ビルへ機能移転し、未利用状態となりました。 

移転後の土地及び建物の活用について、令和４（２０２２）年８月に庁内利活用希望調査

を実施したところ、行政利用としての需要がないことを確認しました。 

本事業は、市の厳しい財政状況に配慮しつつも、旧計量検査所の土地及び建物（以下、

「旧施設等」という。）を有効に活用するために実施するものです。 

旧施設等の活用にあたっては、市費の投入を極力抑えた活用が望ましいことから、旧施

設等を一定期間民間事業者に貸し付け、そこで民間事業者が事業を実施することを通じ

て、民間事業者の資金による有効活用を行うものです。 

上記のとおり、本事業は民間事業者の資金とリスク負担により実施されるものですが、

旧施設等が公有財産であることを踏まえると、地域の魅力向上や住環境の向上に資する

機能等の、公益性の確保も必要であると考えられます。 

以上を踏まえ、本事業は、民間資金の活用と民間事業者のノウハウの発揮を前提としつ

つ、公益性を十分確保した上で、市と民間事業者が連携して旧施設等を有効に活用するこ

とを目的とします。 

 

２ 本事業における業務範囲 

２－（１）統括マネジメント業務 

 本事業において、長期間にわたり質の高いサービスを効率的、効果的かつ安定的に提

供し続けていくため、事業実施者は次の業務を実施してください。 
 統括管理業務 
 モニタリング業務 
２－（２）施設整備業務 

 事業実施者は旧施設等を活用するにあたり、必要に応じて既存施設の改修等を行っ

てください。 

２－（３）維持管理業務 

 事業実施者は、事業期間にわたって旧施設等の維持管理を適切に行ってください。 

２－（４）運営業務 

 事業実施者は、事業期間にわたって提案した事業の運営を適切に行ってください。 
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Ⅱ 統括マネジメント業務に関する要求水準 

１ 基本事項 

１－（１）業務の目的 

 長期間にわたり質の高いサービスを効率的、効果的かつ安定的に提供し続けていく

ため、事業実施者が実施する業務について、事業の全期間にわたり総合的かつ包括的に

統括して管理できる体制を構築することを目的として実施するものとします。 

 

１－（２）業務区分 

 統括マネジメント業務の業務区分は次のとおりとします。 

 統括管理業務 
 モニタリング業務 

 

１－（３）実施体制 

 次の事項に留意した上で、業務の全体を総合的に把握し調整を行う統括管理責任者

を配置してください。 

ア 統括管理業務を確実かつ円滑に実施するため、事業期間を通じて、統括管理責任 

者を１名配置してください。なお、施設等に常駐する必要はありませんが、常時 

連絡がとれる体制としてください。 

イ 統括管理責任者は、本事業の目的・趣旨・内容を十分踏まえた上で、次の要件を 

満たす者を選出してください。 

（ア）事業に係る個別業務を一元的に統括管理し、本事業を取りまとめることがで 

きる者 

（イ）必要に応じて、市が主催する会議等に出席し、事業の状況等を説明できる者 

（ウ）現場で生じる各種課題や市からの求めに対し、的確な意思決定が可能となる 

よう努めることができる者 

ウ 統括管理責任者は、原則として代表企業から選出することとし、選出にあたっては 

事前に市の承諾を得てください。 

エ 施設整備業務を行う期間（以下、「施設整備期間」という。）や維持管理業務及び運 

営業務を行う期間（以下、「維持管理・運営期間」という。）の各期間によって、統 

括管理責任者を適切な者に変更することは可としますが、それ以外の事由での変 

更は可能な限り避け、業務期間における統括管理業務の質の維持・向上を確保する 

べく、十分な引継ぎを行うとともに、事前に変更に関する市の承諾を得てください。 
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１－（４）統括マネジメント業務計画書 

 統括管理責任者は、業務実施にあたり、要求水準及び提案した業務水準をもとに、市

と協議の上、「施設整備期間」及び「維持管理・運営期間」の各機関の統括マネジメン

ト業務計画書を作成し、市の確認を受けてください。各機関の統括マネジメント業務計

画書の取扱いは次のとおりとし、詳細は市と事業実施者で協議の上決定するものとし

ます。 

 事業業務工程 

 業務実施体制 

 統括管理責任者及び各業務責任者、必要な有資格者の経歴・資格 等 

 業務内容及び実施方法 

 業務報告の内容及び期間 

 苦情等への対応 

 非常時・災害時の対応及び体制 

 個別業務に係るセルフモニタリングの内容・方法等 

 

１－（５）統括マネジメント業務報告書 

 統括マネジメント業務報告書及びこれに付随する資料を作成し、各年度の業務終了

後、５月末日までに市に提出してください。なお、報告事項の詳細については、市との

協議により決定するものとします。 

 

１－（６）その他 

 関係法令上の必要な報告書及び点検記録等を作成し、保管するものとします。また、

関係省庁への提出等が必要なものについては、所定の手続きを行い、その副本を保管す

るものとします。 

 

２ 業務の要求水準 

２－（１）統括管理業務 

ア 業務内容 

 市と事業実施者を調整するとともに、個別業務の業務責任者をはじめとする従事

者を管理監督するものとします。 

 

 

 

 



8 
 

イ 要求水準 

 統括管理責任者は、統括マネジメント業務計画書及び統括マネジメント業務報告

書のほかに、個別業務の業務責任者が作成する市への提出書類のすべてを確認し、市

に提出してください。 

 

２－（２）モニタリング業務 

ア 業務内容 

 本事業について、事業実施者自らが事業全体のセルフモニタリングを行うととも

に、自己評価を行い、その結果を市に報告するものとします。 

 

イ 要求水準 

（ア）事業期間の要求水準 

 基本協定締結後に、個別業務に係るセルフモニタリングの内容・方法等につい

て市の承認を受け、統括マネジメント業務計画書に記載してください。 

 自らの事業経営状況について適切なモニタリングを行ってください。 

 個別業務ごとに、当初の業務計画と実際の実施状況や達成度、その成果等につ

いて検証し、自己評価を行い、その結果について、統括マネジメント業務報告

書に取りまとめてください。 

 安定した事業運営や適性かつ円滑な業務遂行等に影響を及ぼすおそれのあるこ

とが判明した場合は、速やかに市に報告してください。 

 

（イ）維持管理・運営期間の要求水準 

 各事業年度において１回程度、事業実施者が提供するサービスへの評価を収集・

解析・自己評価を行ってください。 

 事業運営に関する KPI（重要業績評価指標）の設定等、効果的なモニタリング方

法の提案を期待します。 

 セルフモニタリングの結果を個別業務の内容に反映するなど、運営水準の向上

につなげる仕組みを構築してください。また、セルフモニタリングの結果、要

求水準未達のおそれがあると判断した場合、改善方策を検討して市に報告して

ください。 
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Ⅲ 施設整備に関する要求水準 

１ 物件の概要 

１－（１）土地の概要 

項目 概要 

所在地 川崎市川崎区藤崎３丁目７１－１２ 
面積 ６２８．９５㎡ 
土地所有者 川崎市 
接道状況 北側：一般市道 藤崎４６号線 

認定幅員：７．２７ｍ（建築基準法第４２条１項１号道路） 
接道幅：４０．５３ｍ 

都市計画区域 市街化区域 
都市計画制限 該当なし 
地域地区等 第二種住居地域、第３種高度地区、準防火地域 
建ぺい率 ６０％ 
容積率 ２００％ 
高さの制限 最高高さ：２０m 

北側制限：１０ｍ＋１．２５／１ 
日影規制 ５時間、３時間、測定面４ｍ 
アクセス  「川崎大師駅」から徒歩約１６分 

 「川崎駅」から臨港バスにて約２０分のところにある

「藤崎二丁目」停留所から徒歩約１分 

埋蔵文化財 埋蔵文化財包蔵地には該当しません 
土壌汚染  土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）に規定する

「要措置区域」及び「形式変更時要届出区域」には該当

しません 
 事業実施にあたり、万が一土壌汚染が発覚した場合は、

市で対処することとします 
※上記基本条件における規制内容については、必要に応じて事業実施者にて各管理者

に確認を行ってください。 
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１－（２）建築物の概要 

項目 概要 

構造 鉄骨造 ２階建て 

竣工 昭和６０年４月１日 

延床面積 ５１３．３３㎡ 

建築面積 ３０１．０２㎡ 

建物高さ ８．１ｍ 

※資料【旧計量検査所 図面】が必要な場合は、事務局にお問合せください。 

 

１－（３）設備の概要 

項目 仕様 状況 

電気 高圧受電方式 継続使用可 
ガス プロパンガス 継続使用可 
水道 公共上水道接続 継続使用可 
排水 公共下水道接続 継続使用可 
消火栓・火災報知器 設置 継続使用可 
インターネット・通信  停止中 
空調 １階２台、２階台 継続使用可 
トイレ 水洗、多目的トイレあり 継続使用可 

※詳しい整備状況等については、必要に応じて事業実施者にて各管理者に確認を行っ 
てください。 

 

２ 本施設の要求水準 

２－（１）本施設の導入機能 

ア 必須とする機能 

本施設において、本市計画・施策（川崎市総合計画第３期実施計画川崎区計画、川

崎市都市計画マスタープラン川崎区構想等）における地域の特性等を踏まえ、地域の

魅力向上や住環境の向上につながる機能を備えたスペースとして、５０㎡以上を確

保してください。なお、当該スペースは、主な利用者を地域住民であると想定し、か

つ、特定の日又は期間に限って一時的に地域に開放するものではなく、日常的に地域

住民が利用できるものとしてください。利用可能な時間帯や曜日は、提案内容を踏ま

えて事業実施者と市の協議により決定しますが、想定する利用者が利用しやすい時

間帯や曜日となるように提案してください。 
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イ その他の部分の活用 

 「ア 必須とする機能」を確保した上で、その他の部分の活用については事業者実

施者の提案によるものとします。ただし、市は、本事業の目的（地域の魅力向上や住

環境の向上等）に照らし、それらにつながることが期待できる提案を歓迎し、提案審

査において評価します。 

 

ウ 用途の制限 

事業の目的に照らし、次に掲げる用途は不可とします。 

（ア）住宅（共同住宅、寄宿舎、下宿、シェアハウス、住宅宿泊事業法に基づく住 

宅宿泊事業等を含む） 

（イ）射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 

（ウ）カラオケボックスその他これらに類するもの 

（エ）危険物の貯蔵・処理を主目的とする用途 

（オ）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する 

風俗営業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業、その他これらに類するも

の 

（カ）公序良俗に反するもの 

 

２－（２）既存工作物等の取扱い 

事業敷地内にある次の既存工作物等について、改修・移設・撤去等を希望する場合は、

企画提案時又は契約時までにその意思を明示し、本市と協議することとします。本市が

認める場合には当該工作物の改修・移設・撤去等を可能とします。 

 なお、改修・移設・撤去等に係る費用は事業者負担とします。 

番号 内容 

１ 門、囲い設備 

２ 看板 

３ 案内表示板 

４ シェアサイクルポート 

５ 樹木 
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２－（３）備品・物品等の取扱い 

次の備品・物品等の取り扱いについて、活用又は撤去のどちらを希望するか、企画提

案時に明示してください。撤去に係る費用は事業者負担とします。 
 備品・物品等を活用する場合、具体的な活用方法を基本協定の締結時までに明示し、

本市と協議することとします。 
番号 内容 

１ テーブル・椅子 

２ ソファ・ローテーブル 

３ ラグマット 

４ ベンチ 

 

３ 設計・工事監理業務に関する要求水準 

３－（１）基本設計 

 業務実施にあたっては、次の点について留意してください。 

 業務実施期間中、市に対して作業の報告を行うとともに、業務終了後、基本設計図

書を作成し、市に提出及び最終報告を行い、確認を受けてください。 

 基本設計業務実施期間中に、市が行う要求水準や企画提案書類に記載する項目に対

する設計内容の確認、設計工程進捗確認等のモニタリング作業に協力することとし

ます。その際、市が求める資料の作成や報告・説明を遅滞なく実施するようにして

ください。 

 

３－（２）実施設計 

 業務実施にあたっては次の点について留意してください。 

 関係各機関と十分打合せを行ってください。 

 業務実施期間中、市に対して作業の報告を行い、業務終了後、実施設計図書を作成

し、市に提出及び最終的報告を行い、確認を受けてください。市に提出すべき実施

設計図書の詳細内容は協議により決定するものとします。 

 確認申請図書の作成と提出、それに伴う関係各機関との協議、近隣説明会等を行っ

てください。 

 実施設計業務実施期間中に、市が行う、要求水準や企画提案書類に記載する項目に

対する設計内容の確認、設計工程進捗確認等のモニタリング作業に協力することと

します。その際、市が求める資料の作成や報告・説明を遅滞なく実施するようにし

てください。 
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３－（３）工事監理業務 

ア 基本事項 

 工事監理は建築基準法及び建築士法に規定するものとします。 

 第三者による監理とするなど、施行と監理の独立性の確保に配慮してください。 

 

イ 業務 

 工事監理者は、自らの責任により実施設計図書に基づき工事監理をしてくださ

い。 

 工事監理者は、市があらかじめ定めた時期において工事の進捗状況等を報告する

ほか、市から要請があった場合には適時報告、説明等を行ってください。 

 監理業務実施期間中に、市が行う品質の確認、工事工程進捗確認等のモニタリン

グ作業に協力することとします。その際、市が求める資料の作成や報告・説明を

遅滞なく実施するようにしてください。 

 

４ 施設整備業務に関する要求水準 

４－（１）基本事項 

 関係法令を遵守するとともに、関連する指針等を参照し、適切な工事計画を策定し

てください。 

 着工に先立ち、工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討の上、必要な調査を実施

し、問題があれば適切な処置を行い、工事の円滑な進捗と近隣等への理解及び安全

を確保してください。 

 着工に先立ち、工事用車両経路に近接する周辺施設や、工事用車両経路が通学・通

園経路となっている小学校・保育園等に対し、工事内容等の周知を行ってくださ

い。また、その範囲は、事業敷地から概ね半径１km の範囲を目安とします。 

 近隣住民等から要請があれば、社会通念上相当な範囲において、説明等の対応を適

切に行ってください。また、その場合は、市に事前説明及び事後報告を行ってくだ

さい。 

 近隣住民等の申出に対して市が行う説明等に協力、同席するようにしてください。 

 低振動・低騒音の工法を選択する等、近隣住民等への環境配慮の意識を保つように

してください。 

 

４－（２）業務 

 事業実施者は設計図書及び施工計画書に従って工事を実施してください。 

 着工に先立ち、施工計画図書を市に提出し、確認を受けてください。 
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 工事期間中に事業実施者が行う検査又は試験について、事前に市に実施日等を通知

してください。なお、市は当該検査又は試験に立ち会うことができるものとしま

す。 

 市は、工事期間中に行われる工程会議に立ち会うことができ、いつでも工事現場で

の施工状況の確認を行うことができることとします。 

 市が確認、会議、現場等に立ち会う場合、事業実施者は協力することとします。 

 施設整備業務実施期間中に、市が行う施工状況の確認、工事工程進捗確認、設計変

更内容に関する確認等のモニタリング作業に協力することとします。その際、市が

求める資料の作成や報告・説明を遅滞なく実施するようにしてください。 

 事業実施者は本施設の整備業務完了後、速やかに、事業実施者自らの責任及び費用

において完成検査を実施し、要求水準書に示された内容が満たされていることを確

認してください。また、完成検査の結果を検査済証その他の検査竣工図等を整理

し、市に提出してください。 
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Ⅳ 維持管理に関する要求水準 

１ 維持管理業務の目的及び主旨 

 事業実施者は、本事業の開始から終了までの期間において、募集要項及び本書に基づき、

市が必要とする施設機能を十分に発揮するとともに、施設利用者等にとって安全な状態

を維持し、常時適切な状態で利用できるよう、維持管理を行うものとします。 

 

２ 維持管理業務の実施と費用負担 

 維持管理に関する業務については、施設利用者等にとって安全な状態を維持し、常時適

切な状態で利用できるよう、事業実施者が費用を負担し、自らの責任において適切に行う

ものとします。 

 

３ 緊急時等の対応 

 維持管理業務の期間中、緊急時・非常時及び維持管理・運営業務に関する苦情に迅速に

対応できるように連絡体制、対策マニュアル等を設定し、維持管理・運営業務の開始前に

市へ報告することとします。 

 緊急時・非常時及び維持管理・運営業務に関する苦情に対し、市から要請を受けたとき

には、業務責任者等の維持管理・運営業務に関わる者は速やかに参集し、対応するものと

します。 

 

４ 事業期間終了後における施設の状態 

 本施設は、事業期間終了時までに、事業実施者にて改修・改築等を加えた内容について、

原則、事業実施者の負担により原状回復し、市に引き渡すものとします。ただし、工事等

実施前及び返還時等に、市との協議により承認を得た内容については原状回復を不要と

します。 
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Ⅴ 運営に関する要求水準 

１ 運営業務の概要 

事業実施者は、本事業の開始から終了までの期間において、募集要項及び本書に基づき、

市が必要とする施設機能を十分に発揮できるよう取り組んでください。 

なお、本施設の運営時間等の条件は事業実施者の提案によるものとします。 

また、市は適宜運営業務の実施状況の確認等のモニタリングを実施します。事業実施者

は市が行うモニタリング作業に協力することとします。その際、市が求める資料の作成や

報告・説明を遅滞なく実施するようにしてください。 

 

２ 運営業務の実施と費用負担 

 運営に関する業務については、事業実施者が費用を負担し、自らの責任において適切に

行うものとします。 

 なお、運営業務の実施にあたっては、荷捌き・搬入や事業の管理運営等により、周囲の

交通環境に支障を及ぼさないようにしてください。 

 

３ イベント・プログラム等の実施 

 周辺住民等のコミュニケーションの促進に繋がるような、地域の交流促進や、賑わい創

出に関するイベント・プログラム等について提案をしてください。 

 なお、イベント・プログラム等は年間１回以上行うこととし、実施時には防災性、防犯

性、安全性に十分配慮してください。 

 また、イベント・プログラム等の実施にあたっては、地域への周知・説明（開催目的、

日時、想定来場者、騒音・交通・安全対策、問い合わせ窓口等）を適切に行うよう努めて

ください。 

 

４ テナント等の取扱い 

 事業の一環として、本施設の一部等をテナントに貸借し収益を得ることは可とします

が、事前に市にテナントの業種、想定スケジュール（テナントの入居に伴う内装工事、開

業予定日等）等を報告し、承諾を得るものとします。 
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また、事業期間内のテナントの変更も原則として事業者の判断に基づき可としますが、 

上記と同様に事前に市に承諾を得るものとします。 

 

５ 地域への説明・広報の実施 

 事業実施者は、事業の開始前等の適切なタイミングにおいて、地域住民及び関係者の理

解を得ることを目的として、本施設の整備及び運営（本施設のコンセプト、主な機能、利

用想定、運営方針、利用ルール、開館日・時間、問い合わせ先等）について、説明又は広

報の機会を設けることとします。 
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【担当窓口】 

川崎市財政局資産管理部資産運用課 資産活用担当 

〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地 １６階 

電話：０４４－２００－２０８３ 

E-mail：23sisan@city.kawasaki.jp 
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